
          

10
月
１
日
か
ら
、
虐
待
に
よ
っ
て
障

害
者
の
権
利
や
尊
厳
が
脅
か
さ
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、

障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に

関
す
る
法
律
（
障
害
者
虐
待
防
止
法
）
」

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
に
合
わ
せ
、
町
で
は
障
害
者
虐

待
防
止
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
、
本
人

や
家
族
、
近
所
の
人
、
関
係
機
関
等
か

ら
虐
待
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
訪
問
し
て

事
実
を
確
認
し
、
安
全
を
確
保
し
ま
す
。 

障
害
者
の
虐
待
に
気
付
い
た
方
、
ま

た
虐
待
に
つ
い
て
相
談
を
し
た
い
方
は
、

次
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

▼
平
日
（
月
～
金
）
８
時
15
分
～
17
時 

ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー 

電
話
34
―
３
９
５
５ 

▼
平
日
夜
間
・
土
日
・
祝
日 

剣
淵
町
役
場 

電
話
34
―
２
１
２
１ 

 

  

 

12
月
の
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
に
合
わ

せ
て
、
次
の
と
お
り
Ｈ
Ｉ
Ｖ
夜
間
検
査

を
実
施
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

▼
実
施
日
時 

 

平
成
24
年
12
月
19
日(

水)
 

17
時
～
19
時 

▼
検
査
費
用 

無
料 

▼
注
意
事
項 

 

事
前
予
約
制
・
匿
名
受
検
可
能 

※
当
日
予
約
な
し
で
直
接
お
越
し
い
た 

だ
い
て
も
受
検
で
き
ま
せ
ん 

▼
実
施
場
所 

 

上
川
総
合
振
興
局
保
健
環
境
部
名
寄

地
域
保
険
室
（
名
寄
保
健
所
） 

 

名
寄
市
東
５
条
南
３
丁
目
63
番
地
38 

▼
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

名
寄
保
健
所
健
康
推
進
課
保
健
予
防
係 

電
話
０
１
６
５
―
３
―
３
１
２
１

（
名
寄
保
健
所
） 

電
話
０
１
６
５
―
３
―
７
７
１
１

（
名
寄
保
健
所
エ
イ
ズ
専
用
電
話
） 

   

 

交
通
事
故
被
害
世
帯
の
皆
さ
ん
に
次

の
よ
う
な
援
護
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

【
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付(

無
利
子)

】 

＊
対
象 

 

自
動
車
事
故
に
よ
り
保
護
者
の
方
が

亡
く
な
ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害

を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
ご
家
庭
の
お

子
様
で
、
０
歳
か
ら
中
学
卒
業
ま
で 

＊
貸
付
金
額 

 

１
人
に
つ
き
最
初
一
時
金

15
万
５

千
円
、
以
後
月
額
２
万
円
、
小
・
中

学
校
入
学
時
に
入
学
支
度
金
４
万
４

千
円 

＊
返
還
方
法 

 

月
賦
又
は
月
賦
・
半
年
賦
併
用
に
よ

る
20
年
以
内
で
の
均
等
払
い 

＊
返
還
猶
予 

 

機
構
職
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い 

【
重
度
後
遺
障
害
者
介
護
料
支
給
】 

＊
対
象 

 

自
動
車
事
故
に
よ
り
、
脳
、
脊
髄
、
ま

た
は
胸
腹
部
臓
器
に
損
傷
を
受
け
、
常

時
ま
た
は
随
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る

方
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方 

＊
支
給
額 

 

月
額
２
９
＊
２
９
０
円
～
１
３
６
＊

８
８
０
円
の
間
で
、
障
害
の
程
度
に

よ
り
支
給 

※
「
短
期
入
院
」
費
用
が
あ
れ
ば
別
途

支
給 

＊
支
給
期
月 

 

支
給
月
は
３
、
６
、
９
、
12
月
で
、

３
か
月
分
を
一
括
支
給 

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

独
立
行
政
法
人 

自
動
車
事
故
対
策

機
構 

旭
川
支
所 

 

電
話
０
１
６
６
―
40
―
０
１
１
１ 

 

Ｈ
Ｉ
Ｖ
夜
間
検
査
の
実
施
に
つ
い
て 

障
害
者
虐
待
防
止
相
談
窓
口
を
設
置

し
ま
し
た 

健
康
福
祉
課
福
祉
介
護
グ
ル
ー
プ 

交
通
事
故
の
援
護
制
度
に
つ
い
て 

 

剣淵町で受付した義援金額 
 
■日本赤十字社北海道支部 

（住民課） 

2,881,256 円（11 月 20 日現在） 

■北海道共同募金会 

（社会福祉協議会） 

1,886,640 円（11 月 20 日現在） 
 

義援金受付期間 

平成25年 3月31日まで 

剣
淵
町
で
平
成
23
年
３
月
14
日
か
ら
平

成
25
年
３
月
31
日
ま
で
義
援
金
の
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

皆
様
か
ら
た
く
さ
ん
の
義
援
金
が
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

▼
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部 

剣
淵
町
役
場
住
民
課
（
日
赤
剣
淵
分
区
）
へ

直
接
、
義
援
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
受
領

書
を
発
行
い
た
し
ま
す
。
免
税
領
収
書
が
必

要
な
場
合
は
、
窓
口
で
申
し
出
い
た
だ
く

と
、
後
日
日
本
赤
十
字
社
か
ら
発
行
さ
れ
ま

す
。 

▼
北
海
道
共
同
募
金
会 

剣
淵
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
共
同
募
金
会
）

へ
直
接
、
義
援
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
受

領
書
を
発
行
い
た
し
ま
す
。 

 


